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Ⅰ

は

じ

め

に

１

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
と
遅
延
損
害

わ
が
国
に
お
い
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
は
損
害
発
生
の
時
か
ら
遅
滞
に
陥
る
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
か
か
る
議

論
は
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
注
目
を
集
め
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
遅
延
損
害
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
賠
償
債
務
に

加
え
て
な
ぜ
遅
延
損
害
が
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
遅
延
損
害
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
当
然
単
利
に
制
限
さ
れ
る
べ
き

か
、
複
利
の
可
能
性
は
な
い
の
か
、
ま
た
被
害
者
に
よ
る
訴
訟
の
提
起
が
遅
れ
た
場
合
に
関
す
る
規
律
を
、
い
ま
一
度
議
論
し
て
お

く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法(

th
e

law
o

f
d

am
ag

e
s)

に
お
け
る
遅
延
損
害
に
か
か
る
議
論
を

参
照
し
つ
つ
、

(

�)

こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

�)

は
じ
め
に
、
ご
く
簡
単
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
法
状
況
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

２

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
に
か
か
る
遅
延
損
害
に
関
す
る
判
例

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
と
遅
延
損
害
に
か
か
る
初
期
の
判
例
と
し
て
、
ま
ず
、
大
判
明
治
四
三
年
一
〇
月
二
〇
日
民

録
一
六
輯
七
一
九
頁
は
「
不
法
行
為
ニ
因
リ
テ
取
得
シ
タ
ル
利
益
ニ
付
テ
ハ
其
債
務
者
ハ
債
務
ノ
発
生
ス
ル
ト
同
時
ニ
履
行
ノ
責
ア

ル
ヲ
以
テ
特
ニ
債
権
者
ノ
請
求
ヲ
待
タ
ス
シ
テ
遅
滞
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
現
在
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
通
り
、
不
法
行
為
に
よ
り
被
っ
た
損
害
の
賠
償
債
務

は
「
損
害
の
発
生
と
同
時
に
、
な
ん
ら
の
催
告
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
遅
滞
に
陥
る
」
と
し
た
最
判
昭
和
三
七
年
九
月
四
日
民
集
一
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六
巻
九
号
一
八
三
四
頁
で
あ
る
。

ま
た
、
弁
護
士
費
用
に
つ
い
て
も
、
弁
護
士
費
用
に
関
す
る
損
害
は
一
個
の
損
害
賠
償
債
務
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
い
う
べ

き
こ
と
を
理
由
に
不
法
行
為
の
時
に
発
生
し
、
か
つ
、
遅
滞
に
陥
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

さ
ら
に
、
最
高
裁
は
、
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
が
延
引
し
た
主
た
る
責
任
は
被
害
者
に
あ
る
と
し
て
過
失
相
殺
し
た
原
審
に
つ
き
、

同
一
事
故
に
よ
り
生
じ
た
同
一
の
身
体
傷
害
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
債
務
は
一
個
と
解
し
、
一
体
と
し
て
損
害
発
生
の
時
に
遅
滞

に
陥
り
、
個
々
の
遅
延
損
害
金
の
起
算
日
の
特
定
を
問
題
に
す
る
余
地
は
な
い
と
し
、
被
害
者
が
「
損
害
額
及
び
こ
れ
か
ら
控
除
す

べ
き
額
を
争
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
然
に
遅
延
損
害
金
の
請
求
が
制
限
さ
れ
る
理
由
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(

�)

な
お
、
複
利
に
よ
っ
て
遅
延
損
害
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
に
か
か
る
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、
見
当
た
ら
な
い
。

(

�)

そ
し
て
、
遅
延
損
害
金
の
性
質
が
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
保
険
給
付
を
遅
延
損
害
金
に
充
当
す
べ
き
か
元

本
に
充
当
す
べ
き
か
に
つ
き
、
複
雑
な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

(

�)

３

学
説

不
法
行
為
に
基
づ
く
賠
償
債
務
に
か
か
る
遅
延
損
害
の
起
算
点

従
来
の
学
説
に
お
け
る
不
法
行
為
と
遅
延
損
害
に
つ
い
て
は
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
起
算
点
に
そ
の
議
論
の
焦
点
が
当
て
ら
れ
て

き
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

ま
ず
、
こ
の
点
に
関
し
て
伝
統
的
な
通
説
は
、「
沿
革
と
公
平
の
理
念
」
よ
り
、
判
例
と
同
じ
く
不
法
行
為
（
損
害
発
生
）
の
時

を
遅
延
損
害
金
算
定
の
起
算
点
と
し
て
い
る
。

(

�)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
訴
訟
に
ま
で
至
り
、
現
に
救
済
が
遅
滞
し
て
い
る
被
害
者
に

つ
い
て
は
、
事
故
時
か
ら
生
じ
て
い
る
不
利
益
状
態
を
遅
延
損
害
金
の
形
で
救
済
す
る
法
的
構
成
が
実
務
的
に
は
公
平
で
あ
る
」
と
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し
て
判
例
・
伝
統
的
な
通
説
を
擁
護
す
る
見
解
が
あ
る
。

(

�)

た
だ
、「
訴
訟
に
ま
で
至
」
る
に
は
、
被
害
者
に
も
そ
れ
相
応
の
理
由
が

あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
も
視
野
に
入
れ
た
法
的
構
成
も
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
判
例
・
伝
統
的
な
通
説
に
異
議
を
唱
え
る
見
解
も
あ
る
。

(

�)

平
井
宜
雄
教
授
は
、
民
法
四
一
二
条
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
起
算
点
は
請
求
時
ま
た
は
訴
状
送
達
時
を
基
準

時
と
す
べ
き
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

潮
見
佳
男
教
授
は
、「
意
図
的
な
訴
訟
引
延
ば
し
に
よ
る
遅
延
利
息
発
生
の
不
都
合
」

(

�)

を
考
慮

し
て
、
基
本
的
に
平
井
教
授
の
立
場
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

た
だ
し
、
次
の
藤
原
判
事
に
よ
る
不
法
行
為
と
遅
延
損
害
金
に
か
か
る

分
析
を
参
照
し
て
、
金
銭
騙
取
そ
の
他
の
故
意
に
よ
る
侵
害
利
得
型
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
民
法
七
〇
四
条
と
の
権
衡
か
ら
、

判
例
通
り
で
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(
�)(

�)

藤
原
弘
道
判
事
（
論
稿
公
表
当
時
）
は
「
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
、
損
害
賠
償
債

務
の
履
行
が
訴
訟
に
お
い
て
請
求
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
遅
滞
に
陥
る
時
期
は
そ
の
口
頭
弁
論
終
結
時
…
…
で
あ
り
、

遅
延
損
害
金
の
起
算
日
も
そ
の
時
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

藤
原
判
事
に
よ
る
遅
延
損
害
金
に
か
か
る
法
状
況
の
分
析
は
な

る
ほ
ど
説
得
力
を
有
し
て
い
る
が
、
引
用
し
た
よ
う
な
結
論
を
支
え
る
理
由
と
な
る
の
は
損
害
認
定
の
裁
量
的
性
質
で
あ
り
、
損
害

認
定
の
裁
量
的
性
質
を
根
拠
と
す
る
の
で
あ
れ
ば

そ
の
点
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
異
論
は
な
い
が

他
の
時
点
を
裁
量
的
に
認

定
す
る
こ
と
も
選
択
肢
と
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
損
害
認
定
の
裁
量
的
性
質
を
議
論
の
根
拠
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
通
常
の
損
害
認
定
と
遅
延
損
害
金
算
定
の
質
的
差
異
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
。
と

も
あ
れ
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
損
害
認
定
の
裁
量
的
性
格
を
根
拠
と
す
る
藤
原
判
事
の
議
論
が
、
な

ぜ
現
在
必
ず
し
も
通
説
を
形
成
し
て
い
る
と
は
評
価
し
難
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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４

学
説

弁
護
士
費
用
の
遅
延
損
害

続
い
て
、
学
説
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
費
用
の
遅
延
損
害
金
に
関
す
る
議
論
も
参
照
し
て
お
こ
う
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
き
、
弁
護
士
費

用
の
問
題
は
本
来
の
損
害
賠
償
の
範
囲
の
問
題
で
は
な
く
司
法
制
度
上
の
費
用
負
担
の
問
題
で
あ
る
と
評
価
す
る
見
解
が
有
力
で
あ

る
一
方
で
、

(

�)
弁
護
士
費
用
は
後
続
侵
害
（
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ロ
ス
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
不
法
行
為
の
時
か
ら
で
よ

い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る

(

�
）こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
問
題
と
な
り
得
る
。

ま
た
、
吉
田
邦
彦
教
授
が
、
最
判
昭
和
五
八
年
九
月
六
日
の
評
釈
に
お
い
て
、
損
害
の
現
実
化
に
応
じ
て
遅
滞
時
を
分
断
す
る
や

り
方
は
あ
ま
り
に
も
煩
雑
・
煩
瑣
で
あ
っ
て
、「
こ
の
よ
う
な
複
雑
さ
回
避
の
実
務
上
の
要
請
が
、
本
判
決
の
重
要
な
因
子
に
な
っ

て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

(

�)

極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
「
複
雑
さ
回
避
の
実
務
上
の
要
請
」
は
、
な
に
も
、
弁
護

士
費
用
に
か
か
る
遅
延
損
害
金
の
算
定
だ
け
に
限
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

５

学
説

不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
に
か
か
る
遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
利
率

さ
ら
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
利
率
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
加
害
者
が
会
社
の
場

合
に
遅
延
損
害
金
を
五
％
で
は
な
く
商
事
法
定
利
率
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

(

�)

確
か
に
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
た

め
の
利
率
を
五
％
に
固
定
す
べ
き
論
理
的
根
拠
は
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
必
ず
し
も
容
易
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

(

�)
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６

学
説

使
用
価
値
の
喪
失
と
遅
延
損
害

す
で
に
学
説
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
に
お
い
て
も
い
ま
一
度
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
議
論
と
し
て
、
使
用

価
値
の
喪
失
と
遅
延
損
害
の
議
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
遅
延
利
息
」
は
、「
損
害
賠
償
の
一
種
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

(

�)

他
人
の
物

の
不
法
占
拠
に
よ
っ
て
使
用
料
（
賃
料
）
相
当
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
遅
延
利
息
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の

議
論
で
あ
る
。

(

�)(
�)

従
来
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
遅
延
損
害
金
の
起
算
日
と
同
程
度
に
は
注
目
を
集
め
て
き
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

で
は
、
賠
償
さ
れ
る
損
害
と
遅
延
損
害
金
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
ヨ
リ
詳
し
い
調
査
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

ま
た
、
遅
延
利
息
が
損
害
賠
償
の
一
種
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、

(

�)

そ
の
賠
償
範
囲
と
通
常
の
賠
償
範
囲
と
は
、
交
錯
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

７

学
説

遅
延
損
害
金
の
算
定
は
単
利
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
か
？

従
来
の
議
論
の
（
ご
く
簡
単
な
）
検
討
の
最
後
と
し
て
、
遅
延
損
害
金
の
算
定
を
複
利
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
見
た

い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
わ
が
国
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
、
遅
延
損
害
金
の
算
定
に
関
し
て
、
現
状
は
複
利
に
よ
っ
て
は
算
定
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
、
第
一
法
規
『
法
律
判
例
文
献
情
報(

h
ttp

s://w
w

w
.d

1
-law

.co
m
)

』
に
お
い
て
「
損
害
賠
償

複

利
」
で
検
索
し
て
も
文
献
は
ほ
と
ん
ど
表
示
さ
れ
な
い
。

(

�)(

�)

他
方
で
、
仮
に
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
に
つ
い
て
も
民
法
四
〇
五
条
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
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民
法
四
〇
五
条
に
よ
れ
ば
利
息
の
支
払
い
が
一
年
以
上
延
滞
し
た
場
合
債
権
者
が
催
告
を
し
て
も
債
務
者
が
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
元
本
に
組
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
要
件
を
み
た
せ
ば
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
賠
償
が
可
能
な

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
是
非
を
論
ず
る
前
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
／
遅
延
損
害
金
／
民
法
四
〇

五
条
が
前
提
と
す
る
利
息
債
務
と
の
異
同
を
、
い
ま
一
度
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
き
、
租
税
法
の
領
域
で
は
、

(

�)

遅
延
損
害
金
と
し
て
の
法
律
的
性
質
を
有
す
る
還
付
加
算
金

(

�)

に
民
法
四
〇
五
条
の
適
用

（
類
推
適
用
）
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
東
京
高
判
平
成
二
一
年
七
月
一
五
日(

L
e

x
/D

B

文
献
番
号
２
５
４
４
１
７
１
５
）
が
「
過

納
金
の
還
付
は
…
…
地
方
団
体
と
納
税
者
と
の
公
平
を
勘
案
し
、
民
法
上
の
不
当
利
得
の
法
理
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
還
付

加
算
金
は
民
法
上
の
不
当
利
得
に
お
け
る
利
息
に
相
当
し
、
そ
の
法
律
関
係
は
私
法
上
の
債
権
債
務
関
係
と
何
ら
異
な
る
も
の
で
は

な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
還
付
加
算
金
に
つ
い
て
も
民
法
四
〇
五
条
が
適
用
さ
れ
、
こ
れ
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
こ
と
が
、
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。

す
で
に
学
説
に
お
い
て
も
、「
遅
延
損
害
金
は
単
利
で
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
判
断
が
誤
っ
て
い
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。

(

�)

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
、
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
算
定
は
、
通
常
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
範
囲
の
問
題
と
、
ど
の

よ
う
な
質
的
相
違
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

�)

８

本
稿
の
問
題
関
心

以
上
よ
り
、
ご
く
簡
単
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
の
算
定
に
つ
い
て
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は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
に
、
従
来
は
遅
延
損
害
金
の
算
定
に
つ
い
て
そ
の
起
算
点
に
議
論
の
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
て
お
り
、
判
例
は
損
害
発
生
時

を
そ
の
起
算
点
と
し
て
い
る
が
、
損
害
認
定
に
規
範
的
性
質
が
あ
る
と
す
る
と
、

(

�)

遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
も
裁
量
的
に
他
の
時
点
を

算
定
の
た
め
の
起
算
点
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
通
常
の
損
害
の
認
定
と
遅
延
損
害
金
の

算
定
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
か
に
つ
き
、
議
論
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
起
算
点
を
個
々
の
損
害
発
生
の
時
か
ら
と
し
た
場
合
、
遅
延
損
害
金
の
算
定
が
あ
ま
り
に
煩
雑
に

な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
は
遅
延
損
害
金
算
定
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
簡
略
化
を
す

る
こ
と
が
可
能
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
他
方
で
は
、
簡
略
化
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
ど
の
よ
う
な
理
由
で
簡
略
化
が
可

能
な
の
か
が
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、
わ
が
国
の
議
論
に
お
い
て
従
来
は
必
ず
し
も
注
目
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
が
、
第
一
、
第
二
の
問
題
点
と
関
連
し
て
、

賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
と
遅
延
損
害
金
の
関
係
に
つ
い
て
も
議
論
し
て
お
く
べ
き
と
思
料
す
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
通
り
、
土
地
の
不
法
占
拠
の
場
合
に
遅
延
損
害
金
を
認
め
る
こ
と
は
、
重
複
填
補
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

土
地
の
不
法
占
拠
に
つ
い
て
賃
料
相
当
額
の
賠
償
を
認
め
る
わ
が
国
で
の
い
わ
ゆ
る
「
損
害
賠
償
」
は
、
通
常
の
損
害
賠
償
と
は
異

な
る
性
質
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
議
論
を
詳
細
に
展
開
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
多
く
な
か
っ

た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
物
の
使
用
価
値
と
遅
延
損
害
金
の
異
同
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

(

�)

第
四
に
、
遅
延
損
害
金
を
複
利
に
よ
っ
て
算
定
す
る
こ
と
は
可
能
か
が
問
題
と
な
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
わ
が
国
に
お
い
て
も

経
済
学
の
背
景
を
有
す
る
研
究
者
か
ら
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
金
算
定
が
説
か
れ
て
い
た
が
、
い
ま
だ
通
説
を
形
成
し
て
い
る
と
は
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評
価
し
難
い
。
こ
の
議
論
に
よ
り
説
得
的
な
根
拠
を
付
加
す
る
た
め
に
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
第
一
、
第
二
、
第
三
の
問
題
と
関

連
す
る
の
で
あ
る
が

そ
も
そ
も
遅
延
損
害
金
に
よ
っ
て
賠
償
さ
れ
る
べ
き
「
損
害
」
と
は
な
に
か
が
、
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
五
に
、
被
害
者
が
訴
え
の
提
起
を
遅
延
さ
せ
て
い
る
と
、
遅
延
損
害
金
の
額
は
そ
の
分
だ
け
増
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
な

ん
ら
か
の
限
界
を
設
け
る
必
要
は
な
い
か
。

(

�)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
学
説
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
、
遅
延
損
害
金
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
不
法
行
為
（
に
よ
る
損
害
発
生
）
の
時
か
ら
五
％
と
い
う
こ
と
で
あ
ま

り
問
題
と
さ
れ
て
な
い
が
、
な
ぜ
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
が
生
じ
た
時
か
ら

な
ん
ら
の
検
討
も
す
る
こ
と
な
く

支
払
い
済

み
ま
で
五
％
と
さ
れ
る
の
か
、
と
り
わ
け
通
常
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
賠
償
の
範
囲
と
の
関
係
で
、

ヨ
リ
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
。

以
下
で
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
た
だ
し
、
本
稿
で
の
議
論
の
射

程
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
に
か
か
る
遅
延
損
害
金
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

(

�)

本
稿
で
参
照
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
を
代
表
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

H
arv

e
y

M
cG

re
g

o
r,

M
cG

re
g

o
r

o
n

D
am

ag
e

s,
1

8
th

e
d
.,

2
0

0
9

に
依
拠
し
た
。
以
下
、
本
稿
で
は
同
書
を
「M

cG
re

g
o

r2
0

0
9

」
と
略
記
す
る
。

(

�)

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
は
い
わ
ゆ
る
「
利
息
」
と
は
異
な
る
が
、
学
説
に
お
い
て
は
慣
用
的
に
「
遅
延

利
息
」
と
表
わ
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
（
加
藤
一
郎
『
不
法
行
為
』[
有
斐
閣
、
増
補
版
、
一
九
七
四
年
﹈[

以
下
「
加
藤
『
不
法
行
為』

」

と
略
記
す
る
﹈
二
一
九
頁
、
四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
』[

青
林
書
院
、
一
九
八
五
年
﹈[

以
下
「
四
宮
『
不
法
行
為』

」
と
略
記
す
る
﹈
六

三
四
頁
、
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
』(

信
山
社
、
一
九
九
九
年
）[

以
下
「
潮
見
『
不
法
行
為
法』

」
と
略
記
す
る
﹈
二
六
六
頁)

、
本
稿

で
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
こ
れ
ら
を
区
別
し
な
い
。
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(

�)

最
判
昭
和
五
八
年
九
月
六
日
民
集
三
七
巻
七
号
九
〇
一
頁
。

(
�)

最
判
平
成
七
年
七
月
一
四
日
交
民
集
二
八
巻
四
号
九
六
三
頁
。
下
級
審
裁
判
例
で
は
あ
る
が
、
札
幌
地
判
平
成
二
三
年
七
月
二
七
日

判
時
二
一
四
一
号
九
六
頁
は
、
一
二
年
後
に
症
状
が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
き
、
被
害
者
の
受
診
の
遅
れ
等
を
理
由

に
過
失
相
殺
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
（
確
定)

。

(

�)

神
戸
簡
判
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
七
日
は
「
遅
延
損
害
金
が
損
害
賠
償
でマ

はマ

あ
っ
て
も
元
本
使
用
の
対
価
た
る
性
質
を
有
し
、
利
息

と
類
似
す
る
性
質
を
有
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
も
民
法
四
〇
五
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
」
と
判
示
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
未
見)

。
引
用
は
、
二
木
・
後
掲
四
六
頁
に
拠
っ
た
。

(

�)

最
判
平
成
二
二
年
四
月
八
日
民
集
六
四
巻
三
号
六
七
六
頁
参
照
。

(

�)

遅
延
損
害
に
関
す
る
基
礎
的
文
献
と
し
て
は
、
岩
田
新
『
遅
延
利
息
論
』(

有
斐
閣
、
昭
和
一
〇
年
）
が
あ
る(

h
ttp

://d
l.n

d
l.g

o
.jp

/

in
fo

:n
d

ljp
/p

id
/1

2
7

8
2

7
0)

。

(

�)

我
妻
栄
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』(

日
本
評
論
社
、
一
九
三
七
年
）
二
〇
八
頁
、
加
藤
『
不
法
行
為
』
二
一
九
頁
。

(

�)

古
笛
恵
子
「
遅
延
損
害
金
の
起
算
日
」『

交
通
事
故
判
例
百
選
』(

有
斐
閣
、
第
四
版
、
一
九
九
九
年
）
一
八
六
頁
。

(

�)

谷
口
知
平
教
授
は
、
適
当
な
請
求
を
受
け
た
時
あ
る
い
は
訴
え
の
提
起
の
時
か
ら
遅
滞
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
谷
口
知
平
『
総
合

判
例
研
究
叢
書
民
法
（
４)

』[

有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
﹈
四
一
頁)

。

(

	)

平
井
宜
雄
『
債
権
各
論
Ⅱ
不
法
行
為
』(

弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
）(

以
下
「
平
井
『
不
法
行
為』

」
と
略
記
す
る
）
一
六
六
頁
。

(


)

平
井
『
不
法
行
為
』
一
六
六
頁
。

(

�)

潮
見
『
不
法
行
為
法
』
二
六
七
頁
。
潮
見
教
授
に
よ
っ
て
は
、
同
『
不
法
行
為
法
Ⅰ
』(

信
山
社
、
第
二
版
、
二
〇
〇
九
年)

、
同

『
不
法
行
為
法
Ⅱ
』(

信
山
社
、
第
二
版
、
二
〇
一
一
年
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
遅
延
損
害
金
に
関
す
る
箇
所
は
二
〇
一
二
年
八
月

現
在
改
訂
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�)

潮
見
『
不
法
行
為
法
』
二
六
七
頁
。

(

)

そ
の
他
、
平
野
裕
之
『
民
法
総
合
６
不
法
行
為
法
』(

信
山
社
、
第
二
版
、
二
〇
〇
九
年
）
四
四
五
頁
は
、「
難
問
で
あ
り
、
立
法
に
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よ
る
解
決
が
必
要
で
あ
る
（
判
例
を
採
用
す
べ
き
か)

」
と
さ
れ
て
い
る
。

(
�)

藤
原
弘
道
「
損
害
賠
償
債
務
と
そ
の
遅
延
損
害
金
の
発
生
時
期
（
上
）(

下)

」
判
タ
六
二
七
号
（
一
九
八
七
年
）
二
頁
、
六
二
九
号

二
頁
。

(

�)
最
判
昭
和
五
八
年
九
月
六
日
に
か
か
る
評
釈
と
し
て
、
後
掲
の
吉
田
邦
彦
教
授
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
田
達
明
「
判
批
」
民
商
九

〇
巻
六
号
（
一
九
八
四
年
）
一
〇
七
頁
を
掲
げ
て
お
く
（
前
田
教
授
は
、
最
判
昭
和
五
八
年
九
月
六
日
に
つ
き
、
現
在
﹇
論
考
公
表
当
時
﹈

の
判
例
理
論
と
し
て
は
是
認
し
得
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る)

。

(

�)

平
井
宜
雄
『
損
害
賠
償
法
の
理
論
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
四
六
七
頁
、
平
井
『
不
法
行
為
』
一
二
七
頁
、
前
田
・

前
掲
九
一
四
頁
、
窪
田
充
見
「
金
銭
債
務
の
不
履
行
と
損
害
賠
償

問
題
分
析
の
視
角

」
奥
田
昌
道
先
生
還
暦
記
念
『
民
事
法
理

論
の
諸
問
題

下
巻
』(
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
三
二
七
頁
、
三
五
四
頁
参
照
。

(

�)

潮
見
『
不
法
行
為
法
』
二
六
七
―
八
頁
。

(

�)

吉
田
邦
彦
「
判
批
」
法
協
一
〇
一
巻
一
二
号
（
一
九
八
四
年
）
一
五
七
頁
。

(

�)

後
藤
孝
典
「
不
法
行
為
損
害
賠
償
請
求
に
お
け
る
遅
延
損
害
金
の
利
率
に
つ
い
て
」
法
時
五
七
巻
一
二
号
（
一
九
八
五
年
）
七
四
頁
。

(

�)

最
近
最
高
裁
は
、
自
動
車
保
険
契
約
の
無
保
険
車
傷
害
条
項
に
基
づ
く
保
険
金
の
支
払
債
務
に
係
る
遅
延
損
害
金
に
つ
き
、
商
事
法

定
利
率
で
あ
る
年
六
分
と
解
す
べ
き
と
判
示
し
た
（
最
判
平
成
二
四
年
四
月
二
七
日
金
判
一
三
九
六
号
一
六
頁)

。

(

�)

四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
』(

青
林
書
院
、
一
九
八
五
年
）(

以
下
本
稿
で
は
、「
四
宮
『
不
法
行
為』

」
と
略
記
す
る
）
六
三
四
頁
。

(

	)

四
宮
『
不
法
行
為
』
六
三
五
頁
。
加
藤
一
郎
編
『
注
釈
民
法
（
�
）
債
権
（


）
不
法
行
為
』(

有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
六
二
頁

﹇
篠
原
弘
志
﹈
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
滞
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
の
態
様
と
損
害
額
算
定
の
基
準
時
が
関
係
す
る

問
題
と
位
置
づ
け
た
上
で
、「
不
法
占
拠
の
よ
う
な
継
続
的
不
法
行
為
で
、
明
渡
済
に
至
る
ま
で
賃
料
相
当
額
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
賠
償
を
求
め
る
余
地
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
き
、
実
務
で
は
、
賃
貸
借
契
約
の
終
了
に
基
づ
く
不
動
産
明
渡
請
求
訴
訟
の
附
帯
請
求
と
し
て
、
賃
貸
借
契
約
の
終
了
・
・

後
明
渡
し
ま
で
の
間
の
賃
料
相
当
額
の
金
員
の
支
払
い
が
通
常
請
求
さ
れ
る
が
、
こ
の
訴
訟
物
と
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

・
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請
求
権
（
あ
る
い
は
不
当
利
得
に
基
づ
く
利
得
返
還
請
求
権
）
と
目
的
物
返
還
債
務
の
履
行
遅
滞
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
並
ん
で

掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
司
法
研
修
所
編
『
紛
争
類
型
別
の
要
件
事
実

民
事
訴
訟
に
お
け
る
攻
撃
防
御
の
構
造

』[

法
曹
会
、
改
訂

版
、
二
〇
〇
六
年
﹈
九
一
頁)

。

(

�)
四
宮
『
不
法
行
為
』
六
三
四
頁
。

(

�)

二
木
・
後
掲
四
五
頁
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
に
つ
い
て
は
、
西
牧
駒
蔵
「
利
息
と
複
利
と
損
害
賠
償
額
」

Ｆ
・
Ａ
・
マ
ン
執
筆＜

資
料＞

法
学
研
究
所
紀
要
〔
大
阪
経
済
法
科
大
学
〕
一
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
五
三
頁
が
あ
る
。

(

�)

前
掲
の
西
牧
教
授
の
論
稿
が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
（
二
〇
一
二
年
八
月
現
在)

。

(

�)

複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
算
定
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
で
も
議
論
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
（
オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
／
ヒ
ュ
ー
・

ビ
ー
ル
編
﹇
潮
見
佳
男
＝
中
田
邦
博
＝
松
岡
久
和
監
訳
﹈『

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅰ
・
Ⅱ
』[

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
﹈
一
三
頁)

、

オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
／
エ
リ
ッ
ク
・
ク
ラ
イ
フ
／
ア
ン
ド
レ
・
プ
リ
ュ
ム
／
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
編
（
潮
見
佳
男
＝
中
田

邦
博
＝
松
岡
久
和
監
訳
）『

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅲ
』(

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
二
三
―
四
頁
で
も
一
定
の
紹
介
が
な
さ
れ

て
は
い
る
が
、
本
稿
で
扱
うS

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�)

課
税
処
分
の
取
消
し
に
伴
っ
て
二
〇
〇
〇
億
円
の
返
還
が
認
め
ら
れ
た
事
案
で
は
利
息
も
付
さ
れ
て
返
還
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
複
利
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
朝
日
二
〇
一
一
年
二
月
一
九
日
朝
刊)

。

(

�)

水
野
忠
恒
『
租
税
法
』(

有
斐
閣
、
第
五
版
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
九
頁
。

(

�)

二
木
雄
策
「
逸
失
利
益
と
遅
延
損
害
金
」
判
タ
一
一
〇
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
四
頁
。
二
木
教
授
に
よ
る
逸
失
利
益
算
定
へ
の
批

判
に
関
し
て
は
、
同
「
逸
失
利
益
は
正
し
く
計
算
さ
れ
て
い
る
か

経
済
学
的
視
点
か
ら
の
検
討
」
ジ
ュ
リ
一
〇
三
九
号
（
一
九
九
四

年
）
七
二
頁
参
照
。

(

�)

平
井
教
授
は
、
損
害
事
実
説
に
よ
れ
ば
、
遅
延
損
害
金
は
金
銭
的
評
価
の
問
題
と
す
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
（
平
井
『
不
法
行

為
』
七
七
頁)

。
し
か
し
、
損
害
の
金
銭
的
評
価
で
は
な
く
、
賠
償
範
囲
の
問
題
と
し
て
、
被
害
者
が
被
っ
た
損
害
は
単
利
に
よ
っ
て
算

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
、
あ
る
い
は
複
利
に
よ
っ
て
算
定
す
べ
き
も
の
か
と
い
う
捉
え
方
が
ヨ
リ
適
切
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
。
も
ち
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ろ
ん
、
こ
れ
ら
が
截
然
と
区
別
で
き
な
い
事
案
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
�)

平
井
『
不
法
行
為
』
七
六
頁
。

(
�)
こ
の
こ
と
は
、
拙
稿
「
制
定
法
に
よ
る
知
的
財
産
侵
害
の
救
済
と
不
法
行
為
に
よ
る
『
原
状
回
復』

」
神
戸
五
三
巻
四
号
（
二
〇
〇

四
年
）
二
九
三
頁
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
の
再
論
、
あ
る
い
は
そ
の
際
の
議
論
を
補
足
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
な
る
。

(

�)

詳
し
く
は
本
論
で
み
る
が
、see,

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�01
9
.

(

�)

特
に
損
害
軽
減
義
務
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
不
法
行
為
法
に

お
け
る
損
害
軽
減
義
務

債
権
法
（
不
法
行
為
法
）
改
正
へ
の
基
礎
調
査
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
研
究

」
広
法
三
四
巻
一
号

（
二
〇
一
〇
年
）
一
七
頁
参
照
。

Ⅱ

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
不
法
行
為
と
遅
延
損
害
に
か
か
る
法
状
況
の
概
要

１

は
じ
め
に

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法(

th
e

law
o

f
d

am
ag

e
s)

で
は
、
遅
延
損
害
に
つ
い
て
賠
償
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
謙
抑
的
で
、

(

�)

コ
モ

ン
・
ロ
ー
で
は
、
か
つ
て
、
遅
延
損
害
の
賠
償
請
求
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。

(

�)

こ
れ
に
は
利
息
に
否
定
的
な
カ
ル
バ
ン
主
義
の

影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

そ
の
後
、
次
第
に
遅
延
利
息
の
支
払
い
が
認
め
ら
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、W

estd
eu

tsch
e

L
a

n
d

esb
a

n
k

G
irozen

tra
le

v
Islin

gton
B

rou
gh

C
ou

n
cil[

1
9

9
6]

A
C

6
6

9

判
決
で
の

G
o

ff

卿
に
よ
る
「
遅
延
利
息
に
関
す
る
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
、
場
当
た
り
的
か
つ
不
十
分
な
態
様
で
展
開
し
て
き
た
」
と
の
判
示
が
、

(

	)

ご
く
最
近
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害

法
の
到
達
点
と
さ
れ
て
き
た
。

(


)

他
方
で
、
議
会
に
よ
る
制
定
法
に
よ
っ
て
は
、
一
九
三
四
年
か
ら
遅
延
損
害
の
賠
償
が
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
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実
務
で
は
一
九
七
〇
年
ま
で
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
制
定
法
に
よ
る
遅

延
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
単
利
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
限
界
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
遅
延
損
害
に
か
か
る
制
定
法
と
し
て
、
現
行
法
と
な
る
の
は
、
一
九
八
一
年
上
級
裁
判
所
法(

S
u

p
re

m
e

C
o

u
rt

A
ct

1
9

8
1)

第

三
五
Ａ
条
と
、
一
九
八
四
年
県
裁
判
所
法(

C
o

u
n

ty
C

o
u

rt
A

ct
1

9
8

4)

第
六
九
条
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
遅
延
損
害
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
議
論
と
、
制
定
法
に
よ
る
議
論
を
区
別
す
る
必
要

が
あ
る
。
本
稿
で
は
、M

cG
re

g
o

r2
0

0
9

に
従
い
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
遅
延
損
害
金(

in
te

re
st

as
d

am
ag

e
s)

と
、
制
定
法
に
よ

る
遅
延
損
害
金(

in
te

re
st

o
n

d
am

ag
e

s)

を
区
別
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
で
の
遅
延
損
害
金
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
最
も
重
視
す
べ
き
点
と
し
て
、
二

〇
〇
八
年
に
最
近
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
い
て
最
重
要
と
さ
れ
る
判
決

S
em

p
ra

M
eta

ls
L

td
v

In
la

n
d

R
even

u
e

C
om

m
ission

ers
[

2
0

0
8]

A
C

5
6

1
.
が
現
れ
て
お
り
（
以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
判
決
を
「S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
」
あ
る
い
は

単
に
「S

em
p

ra
M

eta
ls

」
と
略
記
す
る)

、
こ
の
「
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
判
決
」
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
遅
延
損
害

ひ
い
て
は
、
損
害
法
全
体

に
か
か
る
法
状
況
は
一
変
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

以
下
の
本
稿
に
お
け
る
議
論
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
よ
っ
て
最
も
権
威
を
有
す
る

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9

を
参
照
し
つ
つ
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
け
る
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
紹
介
・
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。M

cG
re

g
o

r2
0

0
9

に
依
拠
し
た

理
由
と
し
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
つ
い
て
同
書
に
並
ぶ
も
の
は
な
い
と
い
う
理
由
の
ほ
か
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
の
後
、

こ
れ
を
組
み
込
ん
だ
精
緻
な
体
系
書
と
し
て
はM

cG
re

g
o

r2
0

0
9

し
か
な
い
と
評
価
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
遅
延
損
害
の
議
論
は
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
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償
を
と
も
に
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
の
検
討
の
対
象
は
、
す
で
に
「
Ⅰ
」
で
述
べ
た
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
不
法
行
為
に
基

づ
く
損
害
賠
償
に
か
か
る
遅
延
損
害
金
に
限
定
す
る
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
け
る

aw
ard

in
g

o
f

in
te

re
st

に
か
か
る
議
論
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
が
、
必
ず
し
も
わ
が
国
に
お
け
る
遅
延
損
害
に
関
す
る
議
論
と
全
く
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
顕
著
な
違
い
も
、
あ
ら
か

じ
め
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。

２

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
け
る
「
遅
延
損
害
（
利
息)

」
と
わ
が
国
に
お
け
る
遅
延
損
害
（
遅
延
利
息
）
の
顕
著
な
相
違

点

S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決
を
紹
介
す
る
前
に
、
こ
こ
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
遅
延
損
害
（
利
息
）
と
わ
が
国
に
お
け
る
遅
延
損

害
（
遅
延
利
息
）
の
相
違
点
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
く
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
け
る
遅
延
損
害
の
議
論
は
わ
が
国
に
お
け
る

遅
延
損
害
の
議
論
と
異
な
る
部
分
も
あ
り

も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
に
は
共
通
す
る
部
分
が
大
き
い

、
一
定
の
混
乱
を
避
け
る

た
め
で
あ
る
。

（
１
）
遅
延
損
害
金
算
定
の
期
間

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
遅
延
損
害
金
は
、
訴
訟
原
因
の
発
生
時
か
ら
判
決
時
を
最
長
の
期
間
と
し
て
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て

・
・
・

認
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
の
よ
う
に
判
決
か
ら
支
払
い
済
み
ま
で
の
期
間
は
遅
延
損
害
算
定
の
た
め
の
期
間
に
含
ま
れ

な
い
（
判
決
か
ら
支
払
い
済
み
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
後
述
す
る
本
論
、
と
り
わ
け
「
Ｖ
」
を
参
照
願
い
た
い)

。

こ
の
点
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
遅
延
損
害
金
の
算
定
と
大
き
く
異
な
る
。
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（
２
）
将
来
の
金
銭
的
損
失

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
人
身
損
害
に
関
し
て
、
将
来
の
金
銭
的
損
失
に
つ
い
て
、
遅
延
損
害
金
は
原
則

と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。

(

�)

こ
こ
で
い
う
将
来
の
金
銭
的
損
失
に
は
、
将
来
の
治
療
費
、
逸
失
利
益
、
将
来
の
扶
養
利
益
の
喪
失
等
が

含
ま
れ
る
。

(

�)
Jefford

v
G

ee
[

1
9

7
0]

2
Q

B
1

3
0
.

に
お
け
る

D
e

n
n

in
g

卿
に
よ
る
と
、
将
来
の
金
銭
的
損
失
は
、
被
害
者
が
賠
償
に

あ
り
つ
け
な
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
い
と
被
害
者
が
賠
償
の
前
払
い
を
受
け
て
し
ま
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
そ
の
理
由
と
な
る
。

（
３
）
特
別
損
害

特
別
損
害(

sp
e

cial
d

am
ag

e
s)

、
す
な
わ
ち
休
業
損
害
や
治
療
費
等
に
つ
い
て
は
、
遅
延
損
害
金
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
遅
延
損
害
金
の
起
算
点
と
な
る
の
は
、
個
々
の
支
払
い
が
行
わ
れ
た
時
点
か
ら
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
害
者
に
賠
償
の
必

要
が
生
じ
る
の
は(

k
e
e

p
o

u
t

o
f

m
o

n
e

y)
、
個
々
の
支
払
い
が
実
施
さ
れ
た
時
か
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、
物
の
修

理
費
用
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
修
理
費
を
支
払
っ
た
日
か
ら
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
。
被
害
者
に
賠
償
の
必
要
が
生
じ
る
の
は
金

銭
を
支
払
っ
た
日
か
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
時
か
ら
判
決
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
個
々
に
算
定

す
る
と
な
る
と
、
極
め
て
煩
雑
な
計
算
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
が
ど
の
よ
う
な

立
場
を
採
用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

（
４
）
遅
延
損
害
の
内
容

ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
通
常
の
「
損
害
」
の
内
容
を
、
賠
償
額
に
相
当
す
る
金
銭
が
手
元
に
あ
れ
ば
投
資
す
る
こ
と
が

で
き
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
息
等
を
損
害
の
内
容
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た

法と政治 63巻 4号 (2013年 1月)

論

説

784

五
〇



い
。す

な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
損
害
概
念
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
一
部
学
説
が
明
示
的
に
採
用
し
て
い
た
見
解
と
同
様
の

立
場
を
採
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
物
を
引
渡
す
債
務
の
履
行
が
遅
滞
し
た
場
合
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
引
渡
し
ま
で
に
物
の

価
値
を
失
っ
た
こ
と
に
か
か
る
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
（
つ
ま
り
利
用
料
な
ど
で
あ
る)

。
そ
し
て
、
こ
の
損
害
の
賠
償
は
ま

さ
に
遅
延
損
害
金
と
等
価
で
あ
り
、
物
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
損
害
に
加
え
て
遅
延
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は
、

重
複
填

補
と
し
て

不
適
切
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
土
地
の
不
法
占
拠
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
土
地
の
不
法
占
有
に
よ
っ
て
損
害
が
通
常
の
賃
料
相
当
額
と
さ
れ
る
場
合
、
遅
延
損
害
金
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
場
合
遅
延
損
害
金
を
認
め
る
こ
と
は
重
複
填
補
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
よ
う
な
相
違
点
に
注
意
し
つ
つ
、
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
で
最
も
権
威
を
有
す
るM

cG
re

g
o

r2
0

0
9

に
依
拠
し
つ

つ
、
こ
の
領
域
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る

S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
よ
り
前
の

法
状
況
と
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
の
後
の
法
状
況
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し

た
い
。
そ
こ
で
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
と
、
通
常
の
賠
償
範
囲
と
の
異
同

で
あ
る
。

(

�)

な
お
、
本
稿
で
参
照
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
の
議
論
は
、
損
害
法
に
お
け
る
「th

e
aw

ard
in

g
o

f
in

te
re

st

」
の
箇
所
で
、
契

約
に
関
す
る
議
論
と
不
法
行
為
に
関
す
る
議
論
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
不
法
行
為
に
関
す
る
部
分
は
、
基
本
的
に
わ
が
国
に
お
け
る

不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
算
定
の
議
論
と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
異
な
る
部
分
も
あ
る
た
め
、
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相
違
点
に
つ
い
て
は
本
論
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

(
�)

B
u

tte
rw

o
rth

s
co

m
m

o
n

law
se

rie
s:

T
h

e
L

aw
o

f
T

o
rt,

2
n

d
e

d
.,

2
0

0
7
,

6
.1

1
.

以
下
、
本
稿
で
は
同
書
を
「O

lip
h

an
t2

0
0

7

」
と

略
記
す
る
。

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
0

1
.

(

�)
[

1
9

9
6]

A
C

6
6

9
at

6
8

2
F

.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
0

1
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
5

0
.

一
九
六
九
年
の
法
状
況
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
述
べ
る
。

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
3

6
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5
�

0
0

3
.

(

	)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
0

2
.

(


)
O

lip
h

an
t2

0
0

7
,

at
6
.1

2
.

(

�)
O

lip
h

an
t2

0
0

7
,

at
6
.1

2
.

(

�)
O

lip
h

an
t2

0
0

7
,

at
6
.1

3
.

(

)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
1

2
.

(

�)
O

lip
h

an
t2

0
0

7
,

at
6
.1

1
,

n
.7

,
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�02
6
.

Ⅲ

S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決

１

事
案
の
概
要

原
告
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
を
有
す
る
ド
イ
ツ
企
業
の
子
会
社
で
あ
り
、
被
告
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
国
歳
入
庁
で
あ
る
。
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連
合
王
国
に
住
所
を
有
す
る
企
業
は
、
そ
の
配
当
に
つ
い
て
事
前
企
業
税(

ad
v

an
ce

d
co

rp
o

ratio
n

tax)

の
納
税
を
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
額
は
、
事
後
に
計
算
さ
れ
た
本
企
業
税(

m
ain

stre
am

co
rp

o
ratio

n
tax)

と
相
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
算
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
事
前
企
業
税
額
の
基
礎
と
な
る
配
当
に
つ
き
、
親
会
社
に
対
す
る
配
当
で
あ
っ
て
、
連
結
納
税
を
選
択
し
て
い
る
場
合
に

は
、
事
前
企
業
税
の
基
礎
と
な
る
配
当
額
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
い
う
「
親
会
社
」
と
は
連
合
王
国
内
に
住
所
を
有
す
る
企
業
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
連
合
王
国
以
外
に
親

会
社
を
も
つ
子
会
社
の
支
払
う
事
前
納
税
額
は
、
親
会
社
に
対
す
る
配
当
額
を
含
め
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
連
合
王
国
国
内

に
親
会
社
を
有
す
る
子
会
社
よ
り
も
高
額
を
支
払
う
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
本
来
本
企
業
税
を
支
払
う
時
期
よ
り
も
早
く
納
税

を
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
本
件
で
は
お
よ
そ
一
年
か
ら
一
〇
年
早
く
納
税
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
の
企
業
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

こ
の
制
度
は
Ｅ
Ｃ
条
約
五
二
条
の
設
立
の
自
由(

fre
e

d
o

m
o

f
e

stab
lish

m
e

n
t)

に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。

(

�)

た
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｃ
法
違
反
に
よ
る
救
済
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
で
議
論
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。

そ
こ
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
を
有
す
る
子
会
社
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
国
歳
入
庁
を
相
手
取
っ
て
、
本
来
よ
り
も
納
税
時
期

を
早
く
徴
収
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
救
済
を
求
め
た
。
訴
訟
原
因
は
、
原
状
回
復(

re
stitu

tio
n)

と
損
害
賠
償(

d
am

ag
e

s)

で

あ
る
が
、
原
告
は
、
原
状
回
復
に
よ
る
請
求
を
先
に
審
理
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
国
歳
入
庁
は
単
利
で
の
金
銭
の
返
還
に
つ
い
て
は
応
じ
て
お
り
、
貴
族
院
で
の
唯
一
の
争
点
は
、
原
告
が
求
め

る
複
利
で
の
金
銭
の
支
払
い
で
あ
る
。
こ
の
争
点
の
決
め
手
と
な
る
の
は
、

制
定
法
に
よ
る
遅
延
損
害
金
は
単
利
に
限
ら
れ
る
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た
め

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
複
利
で
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
訴
訟
原
因
は

原
状
回
復
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｅ
Ｃ
法
違
反
の
不
法
行
為

(

�)

と
な
る
の
か
が
重
要
と
な
る
。

控
訴
院
は
複
利
で
の
支
払
い
を
認
め
た
。
被
告
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
国
歳
入
庁
よ
り
上
訴
。

２

判
旨

貴
族
院
は
、
複
利
で
の
支
払
い
を
命
じ
た
控
訴
院
の
判
断
を
正
当
と
し
て
上
訴
を
認
め
ず
、
原
告
勝
訴
と
し
た
。

た
だ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
貴
族
院
の
判
旨
は
、
複
利
で
の
金
銭
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
に
は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
訴
訟
原
因

を
原
状
回
復
と
す
る
か
損
害
賠
償
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
二
人
の
裁
判
官
の
見
解
を
対
比
し
つ
つ
、
紹
介
し
て
い
こ
う
。

多
数
意
見
と
な
っ
た
訴
訟
原
因
を
原
状
回
復
と
す
る
見
解
の

N
ich

o
lls

裁
判
官
は
、「
裁
判
所
は
、
訴
訟
原
因
が
契
約
で
あ
ろ
う

と
不
法
行
為
で
あ
ろ
う
と
、
単
利
ま
た
は
複
利
で
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
権
限
を
有
す
る
」
と
判
示
し
た
。

(

�)

他
方
で
、
原
状
回
復
の
点
に
つ
い
て
は
少
数
意
見
で
あ
る

S
co

tt

裁
判
官
は
、
結
論
と
し
て
は
多
数
意
見
に
賛
意
を
表
明
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、「
契
約
違
反
や
不
法
行
為
を
訴
訟
原
因
と
す
る
遅
延
損
害
金
の
賠
償
請
求
は
原
理
的
に
は
回
復
可
能
で
は
あ
る
も
の

の
、
損
害
の
証
明
、
賠
償
範
囲
、
損
害
軽
減
義
務
な
ど
損
害
賠
償
に
か
か
る
規
律
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(

�)

S
co

tt

裁
判
官
は
、
こ
の
判
示
を
一
読
す
る
と
、
損
害
に
つ
き
証
明
を
必
要
と
す
る
と
の
立
場
に
思
え
る
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
き
、N

ich
o

lls

裁
判
官
は
さ
ら
に
よ
り
詳
細
な
判
示
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
貴
族
院
は
、
原
理
の
問
題
と

し
て
、
原
告
は
債
務
の
履
行
が
遅
延
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
確
に
判
示
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す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
一
方
で
、「
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
損
害
と
は
単
に
抽
象
的
な
『
損
害
』
で
は
な
く
、
よ
り
詳
細
に
特
定

さ
れ
、
か
つ
証
明
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
金
銭
の
支
払
い
の
遅
延
そ
の
も
の
を
損
害
と

は
捉
え
て
お
ら
ず
、
損
害
の
証
明
が
損
害
賠
償
の
要
件
と
な
る
」
と
の
判
示
で
あ
る
。

(

�)

N
ich

o
lls

裁
判
官
は
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
立
場
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
損
害
の
内
容
は
、
金
銭
を
借
り
入
れ
る

こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
複
利
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
損
害
の
内
容
は
、
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
を

投
資
す
る
機
会
を
逃
し
た
こ
と
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
複
利
に
よ
る
収
益
を
得
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
、
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
の
賠
償
は
、
損
害
の
証
明
お
よ
び
事
案
に
よ
る
と
の
前
提
で
あ
る
。

(

�)

３

M
c
G

re
g

o
r

に
よ
る
分
析

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9

は
、
そ
れ
ま
で
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
の
賠
償
に
抑
制
的
で
あ
っ
た
判
例
法
に
つ
き
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害

は
「
通
常
の
賠
償
範
囲
の
基
準
を
充
た
せ
ば
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
か
ら
逸
脱
し
た
変
則
的
で
原
理
に

基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う

N
ich

o
ls

卿
の
判
示

(

�)

を
重
視
し
て
い
る
。

(

�)

つ
ま
り
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
は
、
複
利
に
よ

る
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
も
通
常
の
損
害
賠
償
範
囲
の
規
律
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
判
決
で
あ
る
と
分
析
し

て
い
る
。

(

�)

４

�
��

�
��

�
���

	


判
決
の
帰
結

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9

に
よ
れ
ば
、
原
告
に
よ
っ
て
損
害
が
賠
償
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
る
限
り
は
、
全
面
的
に
複
利
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で
の
損
害
賠
償
が
可
能
と
な
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
こ
と
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
領
域
だ
け
で
は
な
く
、
契
約
違
反
や
不
法
行

為
が
訴
訟
原
因
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
全
く
同
様
で
あ
る
。

(

�)
ま
た
、
か
つ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
委
員
会
は
、
一
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
超
え
る
損
害
賠
償
に
つ
き
複
利
で
の
賠
償
が
推
定
さ
れ

る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
が
、

(

�)

も
は
や
こ
の
提
案
よ
り
も

S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決
に
よ
る
規
律
の
方
が
は
る
か
に
望
ま
し
い
と
評
価

さ
れ
て
い
る
。

(

�)

結
論
と
し
て
、
遅
延
損
害
も
通
常
の
損
害
賠
償
の
規
律
に
服
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
遅
延

損
害
金
の
算
定
は
、
通
常
の
賠
償
範
囲
の
議
論
の
射
程
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
同
時
に
損
害
軽
減
義
務
の
対
象
と
も
な
る

・
・
・
・
・

の
で
あ
る
。

(

�)

他
方
で
は
ま
た
、S

em
p

ra
M

eta
ls
判
決
に
よ
る
画
期
的
な
進
展
に
よ
っ
て
も
大
多
数
の
判
例
法

と
り
わ
け
人
身
損
害
に
関

す
る
損
害
賠
償

に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
が
な
い
こ
と
も
ま
た
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

そ
れ
で
は
、
続
い
て
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判

決
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
け
る
遅
延
損
害
金
を
め
ぐ
る
法
状
況
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
／
変
化
し
て
い
な
い

の
か
に
つ
い
て
、
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(

�)
M

eta
llgesellsch

a
ft

ltd
.

v
In

la
n

d
R

even
u

e
C

om
m

ission
ers
[

2
0

0
1]

C
h

6
2

0
.

(

	)
see,

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5




0
6

2
.

E
C
法
違
反
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
制
定
法
義
務
違
反
の

意
義
・
機
能
（
一
）(

二
・
完)

」
民
商
一
二
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
二
一
頁
、
三
号
三
九
四
頁
参
照
。

(

�)
[

2
0

0
8]

A
C

5
6

1
,

at
p

ara.
1

0
0
.

(

�)
[

2
0

0
8]

A
C

5
6

1
,

at
p

ara.
1

3
2
.

(

)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5




0
6

4
.
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(

�)
[

2
0

0
8]

A
C

5
6

1
,

p
ara.

9
6
.

(
�)

[
2

0
0

8]
A

C
5

6
1
,

p
ara.

9
5
.

(
�)

[
2

0
0

8]
A

C
5

6
1
,

p
ara.

7
4
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
6

5
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
6

5
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
6

9
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
6

9
.

(

	)
P

re-Ju
d

gm
en

t
In

terest
on

D
eb

t
a

n
d

D
a

m
a

ges,
L

aw
C

o
m

.
N

o
.2

8
7
(

2
0

0
4)

.

法
律
委
員
会
の
こ
の
提
案
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は

法
律
委
員
会
の
サ
イ
ト(

h
ttp

://law
co

m
m

issio
n
.ju

stice
.g

o
v
.u

k
/are

as/6
5

0
.h

tm
)

参
照
。

(


)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
6

9
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
7

2
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
7

2
.

(

)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
7

2
.

Ⅳ

不
法
行
為
と
遅
延
損
害
に
か
か
るS

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
前
の
法
状
況

１

序

ま
ず
は
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
よ
り
前
の
法
状
況
で
あ
る
。S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
よ
り
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
遅
延
損

害
金
の
法
状
況
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
何
度
か
述
べ
た
通
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
遅
延
損
害
金
と
、
制
定
法
に
よ
る
遅
延
損
害

金
に
分
け
て
議
論
を
す
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
の
遅
延
損
害
金
と
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
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損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
も
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
の
射
程
が
後
者
の
み
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、

既
述
の
通
り
で
あ
る
。

２

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
遅
延
損
害
金

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
は
、
土
地
を
除
い
た
財
産
の
滅
失
・
損
傷
、
土
地
に
か
か
る
不
法
行
為
と
人
身
損

害
に
分
け
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

（
１
）
土
地
を
除
い
た
財
産
の
滅
失
・
損
傷

土
地
を
除
い
た
財
産
の
滅
失(

d
e

stru
ctio

n)

に
つ
い
て
、
判
例
法
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

た
だ
し
そ
の
利
用
に
よ
る
利
益

を
一
般
の
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
遅
延
損
害
金
と
等
価
の
性
質
を
有
す
る
と
説
か
れ
て
い

る
。

(

�)

同
じ
く
土
地
を
除
い
た
財
産
に
か
か
る
損
傷(

d
am

ag
e)

に
つ
い
て
も
、
判
例
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�)

こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

滅
失
の
事
案
と
同
様
に
そ
の
利
用
の
利
益
を
一
般
の
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
可
能
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(

�)(

�)

（
２
）
土
地
に
か
か
る
不
法
行
為

土
地
に
か
か
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
不
法
占
拠
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
通
常
は
一
般
的
な
土
地
の
使

用
料
が
損
害
賠
償
と
し
て
認
容
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
遅
延
損
害
の
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
土

地
の
合
理
的
な
使
用
料
の
賠
償
に
加
え
て
遅
延
損
害
金
を
認
め
る
こ
と
は
、
重
複
し
て
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)
W

h
itw

h
a

m
v

W
estm

in
ster

B
rym

b
o

C
oa

l
a

n
d

C
ok

e
C

om
p

a
n

y.
[

1
8

9
6]

1
C

h
8

9
4

に
お
い
て

C
h

itty

は
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「
原
告
が
被
告
の
も
と
に
お
い
て
遅
延
損
害
金
を
運
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
判
示
し
て
い
る
。

(

�)

（
３
）
人
身
損
害

海
事
法
廷
の
管
轄
と
な
る
事
案
を
除
い
て
、
人
に
か
か
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
も
と
に
お
い
て
は
、
遅
延
損

害
の
問
題
は
発
生
し
な
い
。

(

�)

人
に
か
か
る
不
法
行
為
に
遅
延
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
制
定
法
に
よ
る

議
論
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

３

制
定
法
に
よ
る
遅
延
損
害
金

（
１
）
は
じ
め
に

冒
頭
で
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
現
在
で
は
制
定
法
（
上
級
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
一
九
八
一
年
上
級
裁
判
所
法
第
三

五
条
Ａ
）
に
よ
っ
て
遅
延
損
害
金
の
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
県
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
四
年
県
裁

判
所
法
第
六
九
条
に
よ
っ
て
一
九
八
一
年
上
級
裁
判
所
法
三
五
条
Ａ
と
同
様
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る)

。
た
だ
、
や
や
注
意
を
要

す
る
の
は
、
一
九
八
一
年
上
級
裁
判
所
法
第
三
五
条
Ａ
に
関
し
て
、
遅
延
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
裁
判
所
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
①
そ
も
そ
も
遅
延
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
か
ど
う
か
、
②
遅
延
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
利
率
か
、

③
遅
延
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
の
は
、
損
害
の
う
ち
ど
の
部
分
か
、
④
遅
延
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
訴
訟
原
因
の
発
生

か
ら
判
決
（
あ
る
い
は
支
払
い
）
ま
で
の
期
間
の
う
ち
の
ど
の
期
間
か
、

(

�)
⑤
遅
延
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
期
間
の
う
ち
、
異
な

る
利
率
を
認
め
る
べ
き
期
間
が
あ
る
か
ど
う
か
が
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
人
身
損
害
の
場
合
は
、
一
九
八
一
年
上
級
裁
判
所
法
第
三
五
条
Ａ
（
２
）
に
よ
っ
て
、
遅
延
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
べ

き
で
は
な
い
と
す
る
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
遅
延
損
害
の
賠
償
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
①
に
関
す
る
裁

判
所
の
裁
量
は
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

ま
た
、
一
九
八
一
年
上
級
裁
判
所
法
第
三
五
条
Ａ
に
お
け
る
遅
延
損
害
は
単
利
に
限
ら
れ
る
。

(

�)

け
れ
ど
も
、「
Ⅲ
」
で
紹
介
し
た

S
em

p
ra

M
eta

ls
判
決
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
変
容
を
被
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)(

�)

（
２
）
土
地
を
除
く
財
産
の
滅
失

土
地
を
除
い
た
財
産
が
滅
失
し
た
場
合
に
つ
い
て
、M

eta
l

B
ox

v
C

u
rrys
[

1
9

8
8]

1
W

L
R

1
7

5
.

（
被
告
の
帰
責
事
由
に
よ
る
火

災
に
よ
っ
て
目
的
物
が
滅
失
し
た
事
案
）
が
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
認
め
、
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
る
期
間
に
原
告
が
な
ん
ら

目
的
物
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
て
い
な
く
と
も
、
遅
延
損
害
金
を
認
め
る
障
害
と
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
滅
失
さ

れ
た
目
的
物
が
利
益
を
産
出
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
ず
、
火
災
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
の
は
中
国
の
明
の
時
代
の
陶
磁
器

で
あ
っ
て
な
ん
ら
収
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
遅
延
損
害
金
は
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

(

�)

（
３
）
土
地
を
除
く
財
産
の
毀
損

土
地
を
除
い
た
財
産
が
毀
損
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
土
地
を
除
い
た
財
産
が
滅
失
し
た
場
合
と
同
様
に
遅
延
損
害
の
賠
償
が
認

め
ら
れ
る
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら
、
遅
延
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。G

iles
v

T
h

om
p

son
[

1
9

9
4]

1
A

C
1

4
2
.

で
は
、
自
動
車
が
毀
損
し
た
修
理
期
間
中
の
レ
ン
タ
カ
ー
利
用
料
に
つ
き
、
利
用
料
の
支
払
い
は
判
決
時
に
行
う
旨
の
約
定
が
あ
っ

た
事
案
で
、
貴
族
院
は
遅
延
損
害
金
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
期
間
に
原
告
が
そ
の
財
産
的
価
値
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
と
は
い
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

�)
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（
４
）
土
地
を
除
く
財
産
の
盗
用

こ
の
こ
と
は
、
土
地
を
除
い
た
財
産
の
盗
用(

m
isap

p
ro

p
riatio

n)

の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
特
許
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
、
特
許

使
用
料
相
当
額
の
損
害
に
は
遅
延
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
適
切
に
特
許
使
用
料
支
払
い
の
合
意
が
あ
っ
た
な
ら

ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
状
況
を
回
復
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
特
別
損
害
の
賠
償
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
も
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
が
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。T

ra
figu

ra
B

eh
eer

B
V

v
M

ed
iterra

n
ea

n
S

ip
p

in
g

C
o

S
A
[

2
0

0
7]

2
L

lo
y

d
’s

R
e

p
.

6
2

2
.

で
は
、
横
領

さ
れ
た
目
的
物
の
価
格
が
判
決
時
ま
で
に
騰
貴
し
て
い
た
事
案
で
、
遅
延
損
害
の
賠
償
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
こ

の
理
由
と
し
て
は
、
目
的
物
が
騰
貴
し
た
こ
と
を
理
由
に
賠
償
を
認
め
る
こ
と
に
加
え
て
そ
の
部
分
に
遅
延
損
害
の
賠
償
を
認
め
る

こ
と
は
、
原
告
に
二
重
の
利
得
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

（
５
）
土
地
へ
の
侵
害

土
地
へ
の
侵
害
、
例
え
ば
不
法
占
拠
の
事
案
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
は
重
複
填
補
を
理
由
と
し
て
遅
延
損
害
金
が
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
は
、
既
に
み
た
。
同
様
に
、
制
定
法
に
よ
っ
て
も
二
重
の
填
補
を
理
由
に
土
地
へ
の
侵
害
に
つ
い
て
遅
延
損
害
金
の

支
払
い
は
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら
、
土
地
へ
の
侵
害
に
つ
い
て
例
外
的
に
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
が
必
要
と
な
る
事
案
も
あ
る
。C

a
rr

v
B

oxw
a

ll

[
1

9
6

0]
1

W
L

R
3

1
4
.

は
、
一
九
五
八
年
八
月
に
原
告
の
占
有
権
原
が
認
め
ら
れ
た
が
、
損
害
の
評
価
は
一
九
五
九
年
に
遅
れ
た
と

い
う
事
実
関
係
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
一
九
五
八
年
八
月
か
ら
判
決
時
ま
で
の
遅
延
損
害
金
の
請
求
が
認
容
さ
れ
た
。

（
６
）
人
身
損
害
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S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決
よ
り
前
の
制
定
法
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
最
後
と
し
て
、
人
身
損
害
に
か
か
る
遅
延
損
害
の
賠
償
の
問
題

を
採
り
上
げ
る
。
人
身
損
害
に
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
認
め
る
一
九
三
四
年
法
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
務
上
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
裁
判
所
は
一
九
七
〇
年
ま
で
人
身
損
害
に
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。

(

�)

そ
の
後
、
一
九
六
九
年
の
制
定
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
人
身
損
害
に
つ
き
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
は
裁
判
所
の
裁
量
で
は
な
く
、

必
要
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。

(

�)

そ
し
て
、
こ
の
改
正
へ
の
対
処
と
し
て
、Jefford

v
G

ee
[

1
9

7
0]

2
Q

B
1

3
0

に
お

い
て

D
e

n
n

in
g

卿
の
判
示
に
よ
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

�)(

�)こ
の

D
e

n
n

in
g

卿
に
よ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

つ
い
て
は
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
に
よ
っ
て
も
特
に
影
響
を
受
け
な
い
た
め
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
後
の
展
開
と
し
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。

以
上
、
こ
の
よ
う
な

S
em

p
ra

M
eta

ls
判
決
前
の
法
状
況
は
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
被
っ
た
／

被
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
問
題
の
検
討
に
移
る
こ
と
に
す
る
。

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
1

9
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
1

9
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�01
9
.

た
だ
し
、
海
事
法
の
領
域
で
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
か
ね
て
よ
り
例
外
的
に
海
上
事
故
に
よ

る
船
舶
の
滅
失
に
つ
い
て
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
て
い
る(

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�02
0
.)

。

(

	)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
2

2
.

(


)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
2

2
.

(

�)

つ
ま
り
、
滅
失
の
場
合
と
同
様
に
、
海
上
事
故
に
よ
る
船
舶
の
損
傷
に
つ
い
て
は
、
修
理
費
の
支
払
い
の
時
か
ら
遅
延
損
害
金
の
支

・
・
・
・
・
・
・
・
・

法と政治 63巻 4号 (2013年 1月)

論

説

796

六
二



払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る(

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�02
3
.)

。

(
�)

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�

0
2

6
.

(
�)

[
1

8
9

6]
1

C
h
.8

9
4
,

8
9

9
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
2

8
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
3

1
.

(

�)

た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
支
払
い
」
と
は
、
判
決
前
の
支
払
い
を
意
味
し
、
判
決
後
に
支
払
わ
れ
る
場
合
を
含
ま
な
い
。

(

�)
see,

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�03
2
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
3

6
.

(

	)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5
�

0
3

6
.

(


)

た
だ
、
導
入
部
分
で
述
べ
た
通
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
遅
延
損
害
は
、
最
長
で
訴
訟
原
因
の
発
生
か
ら
判
決
ま
で
の
期
間

の
請
求
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り(

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�03
7
.)

、
わ
が
国
の
遅
延
損
害
の
賠
償
と
は
異
な
る
特
徴
も
有
し

て
い
る
。

(

�)
see,

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�04
6
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
4

7
.

(

)
[

1
9

9
4]

1
A

C
1

4
2
,

at
1

6
8

D
.

see,
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�04
7
.

(

�)
G

en
era

l
T

ire
a

n
d

R
u

b
b

er
C

o
v

F
ireston

e
T

yre
a

n
d

R
u

b
b

er
C

o.,[
1

9
7

5]
1

W
L

R
8

1
9

H
l.

see,
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�04
8
.

(

�)
[

2
0

0
7]

2
L

lo
y

d
’s

R
e

p
.

6
2

2
.,

at
p

ara.
4

3
.

see,
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�04
8
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
4

9
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
5

0
.

そ
の
詳
細
な
理
由
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�)
see,

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�05
0
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
5

0
.
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(

�)

た
だ
、M

cG
re

g
o

r2
0

0
9

に
よ
れ
ば
、
人
身
損
害
に
お
け
る
非
金
銭
的
損
害
に
つ
い
て
は
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
の
判
示
に
照
ら

し
て
も
、
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
が
認
め
ら
れ
な
い
と
説
か
れ
て
い
る(

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�05
3
,

n
.1

8
9
.)

。

Ⅴ

不
法
行
為
と
遅
延
損
害
金
に
か
か
るS

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
後
の
展
開

賠
償
額
の
算
定

１

序

S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決
後
の
展
開
に
つ
き

S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
判
決
と

評
価
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の

、
学
説
は
、
ほ
と
ん
ど
の
事
案
、
と
り
わ
け
人
身
事
故
の
事
案
に
お
い
て
は
、S

em
p

ra
M

eta
ls

判
決
の
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
に
よ
っ
て
は
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

(

�)

以
下
で
は
、
そ
こ
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
に
つ
き
遅
延
損
害
金
を

算
定
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
は
、
以
下
の
法
状
況
は

S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決
の

前
後
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

２

遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
期
間
に
つ
い
て

遅
延
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
期
間
と
し
て
は
、

原
告
に
よ
る
訴
え
提
起
が
遅
れ
た
場
合
を
除
い
て

(

�)

、
一
九
八
一
年

上
級
裁
判
所
法
第
三
五
条
Ａ
条
に
よ
っ
て
、
訴
訟
原
因
が
発
生
し
た
時
か
ら
判
決
時
ま
で
の
期
間
を
最
長
と
し
て
、
裁
判
所
の
裁
量

に
よ
っ
て
認
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(

�)

他
方
、
判
決
か
ら
支
払
い
済
み
ま
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
遅
延
損
害
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
一
八
三
八
年
判
決
法
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(
Ju

d
g

m
e

n
ts

A
ct

1
8

3
8)

第
一
七
条
に
基
づ
い
て
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
判
決
後
の
一
定
の
利
率
に
基
づ
く
金
銭
の
支

払
命
令
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
わ
が
国
に
お
け
る
遅
延
損
害
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)
議
論
を
遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
起
算
点
に
戻
す
と
、
原
則
と
し
て
そ
れ
は
訴
訟
原
因
の
発
生
時
と
な
り
、

(

�)

ほ
と
ん
ど
の
場
合

訴
訟
原
因
の
発
生
と
損
害
の
発
生
は
一
致
す
る
。

(

�)

し
か
し
、
訴
訟
原
因
の
成
立
と
損
害
の
発
生
が
異
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
も
制
定
法
に
よ
る
遅
延
損
害
の
賠
償
に
か
か
る
起
算
点
の
設
定
は
原
則
と
し
て
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
る

こ
と
に
な
る
。

(

�)

以
下
、
特
に
人
身
損
害
の
具
体
的
な
項
目
に
つ
い
て
分
け
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

３

人
身
被
害
（
生
命
侵
害
を
含
む
）
の
場
合

D
e

n
n

in
g

卿
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
死
亡
事
故
を
含
ん
だ
人
身
被
害
に
つ
い
て
遅
延
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、S

em
p

ra

M
eta

ls

判
決
の
後
に
お
い
て
も
変
更
は
な
く
、Jefford

v
G

ee
[

1
9

7
0]

2
Q

B
1

3
0
,

C
A

.

に
お
け
る

D
e

n
n

in
g

卿
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
出
発
点
と
な
る
。

(

�)

D
e

n
n

in
g

卿
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
身
損
害
に
か
か
る
金
銭
的
損
害
に
つ
き
、
①
不
法
行
為
か
ら
判
決
ま
で
の
特
別
損

害
、
す
な
わ
ち
逸
失
利
益
あ
る
い
は
医
療
費
に
つ
い
て
は
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
②
将
来
の
金
銭
的
な
損
害

逸
失
利
益
で
あ
ろ
う
と
将
来
の
医
療
費
で
あ
ろ
う
と

に
つ
い
て
は
、
遅
延
損
害
金
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

(

�)

非
金
銭
的
な
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
訴
訟
前
の
も
の
か
訴
訟
後
の
も
の
か
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
を
理
由
に
、

通
常
損
害
と
し
て
一
括
し
て
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
る
。

(

	)

法と政治 63巻 4号 (2013年 1月)

不
法
行
為
法
に
お
け
る
遅
延
損
害
金
の
算
定
と
「
賠
償
範
囲
」

799

六
五



ま
た
、
死
亡
事
故
法(

F
atal

A
ccid

e
n

ts
A

ct)

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
人
身
損
害
に
か
か
る
非
財
産
的
損
害
お

よ
び
扶
養
利
益
の
侵
害
と
も
に
、
原
則
と
し
て
、
令
状(

w
rit)

の
交
付
か
ら
事
実
審
理
ま
で
が
遅
延
損
害
金
の
認
め
ら
れ
る
期
間

と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

４

人
身
損
害
の
過
去
の
損
害
に
つ
い
て
の
遅
延
損
害
金
の
算
定
方
法

簡
略
化

た
だ
、Jefford

v
G

ee
に
お
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
個
別
の
事
案
に
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
過
度
の
煩
雑
化
を
招
く
。
そ
こ

で
、
人
身
損
害
に
か
か
る
損
害
の
遅
延
損
害
金
算
定
に
つ
い
て
は
、
煩
瑣
な
作
業
を
簡
略
化
す
る
た
め
に
、
半
分
の
期
間
か
、
半
分

の
利
率
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
損
害
項
目
に
つ
い
て
遅
延
損
害
金
を
計
算
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

よ
り
詳
し
く
述
べ
る
と
、
個
別
の
支
払
毎
に
遅
延
損
害
金
の
起
算
点
を
異
な
ら
せ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
煩
雑
と
な
る
。
そ
こ
で
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
簡
略
化
の
観
点
か
ら
次
の
二
つ
の
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
遅
延
損
害
金
の
起
算
点
を

・
・
・
・
・
・
・
・

事
故
時
と
し
つ
つ
、
遅
延
損
害
金
の
利
率
を
通
常
の
半
分
と
す
る
方
法
と
、
②
遅
延
損
害
金
の
利
率
を
通
常
の
利
率
と
し
つ
つ
、
損

害
の
発
生
か
ら
判
決
ま
で
の
期
間
の
半
ば
ま
で
に
つ
い
て
の
み
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
認
め
る
方
法
の
二
つ
で
あ
る
。

(

�)

た
だ
、Jefford
v

G
ee

に
お
け
る

D
e

n
n

in
g

卿
に
よ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
簡
略
化
の
箇
所
は
理
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
現

在
に
お
い
て
必
ず
し
も
厳
密
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
全
面
的
に
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
続
け
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

(

�)

５

人
身
損
害
事
案
に
お
け
る
非
金
銭
的
損
害
と
遅
延
損
害
金

人
身
損
害
事
案
に
お
い
て
は
非
金
銭
的
損
害
に
つ
い
て
も
遅
延
損
害
金
の
支
払
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
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に
対
処
す
る
た
め
で
は
な
い
。

(

�)
Jefford

v
G

ee

に
お
け
る

D
e

n
n

in
g

卿
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
金
銭
的
損
害
と
は
異
な
り
、

非
金
銭
的
損
害
に
つ
い
て
は
令
状
発
布
の
と
き
か
ら
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
は
、
遅
延
損
害
金
は
賠
償
に
あ
り
つ

け
な
く
な
っ
た
時
か
ら
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

D
e

n
n

in
g

卿
に
よ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

は
学
説
か
ら
は
疑
問
も
呈
さ
れ
て
は
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(

�)

。

現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
裁
判
実
務
で
は
、
非
金
銭
的
損
害
に
か
か
る
遅
延
損
害
金
は
過
少
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い

か
、
あ
る
い
は
過
大
に
認
容
さ
れ
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�
）

６

遅
延
損
害
金
を
算
定
す
る
た
め
の
利
率
に
つ
い
て

（
１
）
序

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
い
て
遅
延
損
害
を
算
定
す
る
た
め
の
利
率
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
場
合
と
制
定
法
に
よ
る
場
合

と
で
異
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
で
は
遅
延
損
害
金
を
算
定
す
る
た
め
に
は
様
々
な
利
率
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
商
事
裁
判
所(

C
o

m
m

e
rcial

C
o

u
rt)

に
お
い
て
は
市
場
金
利(

co
m

m
e

rcial
rate)

が
用
い
ら
れ
、(

死
亡
を
含
む
）

人
身
損
害
に
つ
い
て
は
、
特
別
投
資
口
座

(

�)(
sp

e
cial

in
v
e

stm
e

n
t

acco
u

n
t

rate)

の
金
利
が
基
準
と
な
り
、
さ
ら
に
、
裁
判
上
の

債
務
に
つ
い
て
は
判
決
法(

Ju
d

g
m

e
n

ts
A

ct)

が
定
め
る
利
率
が
基
準
と
な
る
。

(

�)(

�)ま
た
、
被
害
者
が
外
貨
を
借
り
入
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
は
、
外
国
の
金
利
に
よ
っ
て
遅
延
損
害
金
が
算
定
さ
れ
る
事
案
も
あ
る
。

(

�)

（
２
）
人
身
損
害
の
事
案
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一
九
六
九
年
法
改
革
法
に
よ
っ
て
人
身
損
害
で
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
が
強
制
的
に
な
っ
て
初
め
て
控
訴
院
が
判
断
を
示
し
た
、

Jefford
v

G
ee

で
は
、
六
％
で
遅
延
損
害
金
が
算
定
さ
れ
た
。

(

�)
現
在
に
お
い
て
も
、
人
身
損
害
に
か
か
る
金
銭
的
損
害
に
つ
い
て
は
特
別
投
資
口
座
が
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
二
月

の
段
階
で
三
％
で
あ
る
。

(

�)

人
身
損
害
に
か
か
る
非
金
銭
的
損
害
に
つ
い
て
も
一
九
八
二
年
以
降
変
更
は
な
く
、
二
％
が
基
準
と
な
っ

て
い
る
。

(

�)(

�)

一
九
八
三
年
に
制
定
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
死
亡
事
故
法
に
よ
る
死
別
慰
謝
料(

b
e

re
av

e
m

e
n

t)

に
つ
い
て
は
、
二
％
の
利

率
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
は
評
価
で
き
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

７

遅
延
損
害
金
が
減
額
さ
れ
る
場
合

訴
え
提
起
に
重
大
な
遅
滞
が
あ
る
場
合

以
上
の
よ
う
に
現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
に
つ
い
て
遅
延
損
害
金
が
算
定
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
訴
え
の
提
起
が
あ
ま
り
に
遅
れ
る
と
遅
延
損
害
を
算
定
す
る
た
め
の
期
間
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、

Jefford
v

G
ee

に
お
け
るD

e
n

n
in

g

卿
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
に
「
重
大
な
遅
滞(

g
ro

ss
d
e

lay)

」
が
あ
る
場
合
、

遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
利
率
を
低
率
に
し
た
り
、
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
る
期
間
を
短
縮
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

例
え
ば
、
被
害
者
あ
る
い
は
被
害
者
の
遺
族
が
未
成
年
で
あ
る
た
め
に
訴
え
の
提
起
が
遅
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
遅
延
損
害
金
は

判
決
時
を
基
準
と
し
て
算
定
さ
れ
な
い
。

(

�)

死
亡
事
故
法
に
よ
る
事
案
で
あ
る

C
ob

ert
v

B
a

rk
in

g
H

ea
lth

A
u

th
ority

[
1

9
9

1]
2

Q
B

4
0

8

で
は
、
帝
王
切
開
時
の
不
適
切
な
麻
酔
処
置
に
よ
り
母
親
が
死
亡
し
、
父
親
が
自
ら
の
損
害
賠
償
の
み
を
請
求
し
た
た
め
、
事
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故
か
ら
一
一
年
半
後
に
帝
王
切
開
に
よ
っ
て
出
生
し
た
子
が
損
害
賠
償
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
（
す
な
わ
ち
子
は
一
一
歳
六
カ
月)

、

控
訴
院
は
、
遅
延
損
害
金
を
七
年
半
の
期
間
で
算
定
し
た
原
審
を
維
持
し
た
。

逆
に
、
訴
え
提
起
が
遅
れ
た
場
合
で
も
遅
延
損
害
金
の
期
間
を
変
更
し
な
い
事
案
も
み
ら
れ
る
。S

ea
sh

ore
M

a
rin

e
S

A
v

P
h

en
ix

A
ssu

ra
n

e
p

lc
[

2
0

0
2]

L
lo

y
d
’s

R
e

p
.

2
3

8
.

で
は
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
点
に
鑑
み
て
重
大
な
遅
滞
は
な
か
っ
た
と
し
て
、

減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
の
算
定
が

S
em

p
ra

M
eta

ls

判
決
に
よ
っ
て
通
常
の
賠
償
範

囲
の
問
題
と
異
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら

あ
る
種
の
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務

と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
7

2
.

(

�)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
7

3
.

(

�)

こ
の
場
合
、
遅
延
損
害
金
の
算
定
は
、
一
九
七
一
年
ま
で
は
四
％
に
固
定
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
五
年
に
は
一
五
％
に
跳
ね
上
が

る
こ
と
に
な
る
。see,

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�07
5
.
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�
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�
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g
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�
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8
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g
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1
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�

0
8

0
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�)
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cG
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g
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0
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9
,

at
1

5

�

0
8

2
.

(

�)
M

cG
re

g
o
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0

0
9
,

at
1

5

�

0
8

8
.
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(

�)
[

1
9

7
0]

2
Q

B
1

3
0

C
A

,
at

1
4

7
A

-C
.

see,
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�08
8
.

(
�)
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0
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8

8
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(
�)

[
1

9
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0]
2

Q
B

1
3

0
C

A
.

see,
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�08
8
.

(

�)
[

1
9

7
0]

2
Q

B
1

3
0

C
A

.
see,

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�09
2
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
9

2
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
9

4
.

(

�)
O

lip
h

an
t2

0
0

7
,

at
6
.1

5
.

(

	)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
9

5
.

(


)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5
�09

6
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

1
0

4
.

(

�)

特
別
投
資
口
座
と
は
、
そ
の
時
点
で
裁
判
所
に
払
い
込
ま
れ
る
と
す
れ
ば
必
要
な
金
利
で
あ
っ
て(

O
lip

h
an

t2
0

0
7
,

at
6
.1

3
.)

、
あ

る
い
は
、
上
級
裁
判
所
資
金
規
則(

S
u

p
re

m
e

C
o

u
rt

F
u

n
d

R
u

le
s)

に
基
づ
く
裁
判
所
の
口
座
の
こ
と
で
あ
る(

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at

1
5

�

1
2

7
.)

。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
資
金
部(

C
o

u
rt

F
u

n
d

s
O

ffice)

の
サ
イ
ト
を
参
照
願
い
た
い(

h
ttp

://w
w

w
.

ju
stice

.g
o

v
.u

k
/p

ro
te

ctin
g
-th

e
-v

u
ln

e
rab

le
/cfo

/in
te

re
st-rate

s)

。

(

)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

1
0

5
.

(

�)

現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
商
事
事
案
に
か
か
る
実
務
的
な
扱
い
に
つ
い
て
は
、
基
準
金
利
に
一
％
プ
ラ
ス
す
る
の
が
規
範
で
あ
る
と
評

価
さ
れ
て
い
る(

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�

1
1

4
.)

。

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

1
2

1
.

(

�)
see,

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�12
7
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

1
3

0
.

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

1
3

2
.
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(

�)

や
や
議
論
の
本
筋
と
は
離
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
将
来
の
金
銭
的
損
害
を
算
定
す
る
に
つ
き
、

中
間
利
息
を
二
％
と
す
る
か
三
％
と
す
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る(

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�13
3
.)

。

(
�)

M
cG

re
g

o
r2

0
0

9
,

at
1

5

�

1
3

4
.

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
確
立
し
た
法
規
範
は
存
在
し
な
い
と
い
う
趣
旨
の
よ
う
で
あ
る
。

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

0
9

7
.

(

�)
[

1
9

7
0]

2
Q

B
1

3
0

C
A

at
1

5
1

E
.

see,
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�08
8
.

(

�)

遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
期
間
の
終
期
が
判
決
時
で
は
な
く
ヨ
リ
早
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務

債
権
法

（
不
法
行
為
法
）
改
正
へ
の
基
礎
調
査
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
研
究

」
広
法
三
四
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
七
頁
参
照
。

Ⅵ

お

わ

り

に

１

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ま
と
め

以
上
の
通
り
、
本
稿
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
損
害
法
に
お
け
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
に
か
か
る
法

状
況
を
、
冒
頭
で
設
定
し
た
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
検
討
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
将
来
の
金
銭
的
損
害
（
将
来
の
治
療
費
、

逸
失
利
益
な
ど
）
を
は
じ
め
と
し
て
必
ず
し
も
す
べ
て
の
損
害
に
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
が
認
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
②
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
と
り
わ
け
人
身
被
害
の
特
別
損
害
に
つ
き
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
簡
略
化
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
簡
略
化
に
際
し
て
は
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
期
間
を
半
分
に
し
た
り
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
利
率
を
半
分
に
す

る
な
ど
、
簡
略
化
の
根
拠
を
裁
判
所
の
裁
量
と
す
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
。
③
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
土
地
の
不
法
占
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拠
の
事
案
等
で
賃
料
相
当
額
の
損
害
賠
償
を
認
容
す
る
に
つ
き
、
遅
延
損
害
金
を
認
め
る
の
は
重
複
填
補
に
な
る
と
し
て
、
否
定
さ

れ
て
い
る
。
④
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
ご
く
最
近
、
遅
延
損
害
金
の
算
定
も
通
常
の
賠
償
範
囲
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
っ

て
、
賠
償
範
囲
の
規
律
（
損
害
の
証
明
や
損
害
軽
減
義
務
）
に
服
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
遅
延
損
害
金
に

つ
い
て
も
損
害
の
証
明
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
が
定
ま
り
、
同
時
に
損
害
軽
減
義
務
の
対
象
と
な
り
、
被
害
者
に
よ
る
訴
え
の
提
起
に

重
大
な
遅
滞
が
あ
っ
た
場
合
に
は
遅
延
損
害
金
を
減
額
す
る
こ
と
も
、
あ
り
得
る
こ
と
と
な
る
。
⑤
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
複
利

に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
算
定
も
賠
償
の
範
囲
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
。
⑥
被
害
者
に
よ
る
訴
え
提
起
に
重
大

な
遅
滞
が
あ
っ
た
場
合
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
り
、
利
率
が
低
率
と
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
状
況
の
結
果
に
基
づ
き
、
あ
ら
た
め
て
冒
頭
で
設
定
し
た
問
題

関
心
に
従
っ
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

２

日
本
法
へ
の
示
唆
１

遅
延
損
害
金
算
定
の
「
簡
略
化
」(

将
来
の
損
害
に
か
か
る
遅
延
損
害
金
）

「
Ⅰ
」
で
設
定
し
た
第
二
の
問
題
点
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ま
と
め
①
②
よ
り
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
す
で
に
弁
護
士
費
用
の
遅
延
損
害
金
算
定
の
起
算
点
を
不
法
行
為
時
と
す
る
判
例
に
つ
き
、
損
害
の

現
実
化
に
応
じ
て
遅
滞
時
を
分
断
す
る
や
り
方
は
あ
ま
り
に
も
煩
雑
・
煩
瑣
で
あ
っ
て
、「
こ
の
よ
う
な
複
雑
さ
回
避
の
実
務
上
の

要
請
が
、
本
判
決
の
重
要
な
因
子
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
参
照
す
る
と
、
本
来
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
の
は
被
害
者
の
個
別
の
支
払
い
の
後
で

あ
る
と
こ
ろ
、
個
々
の
支
払
い
毎
に
遅
延
損
害
金
を
算
定
す
る
の
は
あ
ま
り
に
煩
雑
と
な
る
た
め
、
遅
延
損
害
金
算
定
の
た
め
の
期
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間
を
半
分
と
す
る
か
、
算
定
の
た
め
の
利
率
を
低
く
す
る
こ
と
が
、
裁
判
所
の
裁
量
を
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
参
照
す
る
と
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
の
起

算
点
が
不
法
行
為
時
（
損
害
発
生
時
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、

次
に
述
べ
る
通
り
遅
延
損
害
金
の
算
定
は
通
常
の
賠
償

範
囲
の
問
題
と
異
な
ら
ず
、
賠
償
範
囲
に
裁
判
所
の
一
定
の
裁
量
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
と

正
面
か
ら
裁
判
所
の
裁
量

を
理
由
と
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
の
実
務
に
よ
る
扱
い
を
、
簡
便
な
計
算
方
法
と
し
て

し
か
し
そ
の
場
合
も
遅
延
損

害
の
賠
償
範
囲
を
決
す
る
の
に
裁
判
所
の
裁
量
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ

再
評
価
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
、
可
能
と
思
わ
れ

る
。な

お
、
本
稿
で
は
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て

と
り
わ
け
人
身
損
害
に
つ
き

将
来

の
損
害
に
つ
き
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
つ
き
、
さ
ら
な
る
議
論
の
余
地
も
残
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

３

日
本
法
へ
の
示
唆
２

賃
料
相
当
額
の
損
害
賠
償
に
お
け
る
重
複
填
補

「
Ⅰ
」
で
設
定
し
た
第
三
の
問
題
点
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ま
と
め
③
よ
り
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
財
産
侵
害
の
不
法
行
為
に
か
か
る
「
損
害
賠
償
」
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
か
ね
て
よ
り
「
遅
延
利
息
」
は
、「
損
害
賠
償
の
一
種
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

(

�)

他
人
の
物
の
不
法
占
拠
に

よ
っ
て
使
用
料
（
賃
料
）
相
当
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
遅
延
利
息
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
議
論
が
な
さ
れ

て
い
た

(

�
）
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こ
の
点
に
つ
き
、
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
参
照
す
る
と
、「
遅
延
利
息
」
が
損
害
賠
償
の
一
種
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
他
人
の
物
の
不
法
占
拠
に
よ
る
賃
料
相
当
の
損
害
と
重
複
填
補
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
だ
と
す
る
と
、

か
ね
て
よ
り
こ
の
こ
と
を
論
じ
て
い
た
見
解
を
再
評
価
す
べ
き
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、「
賃
料
相
当
額
の
損
害
賠
償
」
に

は
、
通
常
の
損
害
賠
償
と
は
異
な
る
性
質
が
あ
る
正
面
か
ら
承
認
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

４

日
本
法
へ
の
示
唆
３

複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
算
定

「
Ⅰ
」
で
設
定
し
た
第
一
、
第
四
の
問
題
点
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ま
と
め
②
④
よ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
損
害
事
実
説
を
採
用
す
る
と
す
る
と
、
遅
延
損
害
金
は
金
銭

的
評
価
の
問
題
と
す
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
い
た
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
見
解
に
従
う
と
し
て
も
、
で
は
、
遅
延
損

害
金
を
単
利
で
金
銭
的
に
評
価
す
る
の
か
複
利
で
金
銭
的
に
評
価
す
る
の
か
が
次
に
問
題
に
な
る
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
参
照
し

た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
金
銭
的
評
価
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
賠
償
範
囲
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
加
害
者
の
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
が
複
利
に
よ
る
損
害
を
被
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば

そ
れ
は
同
時
に
損
害
軽
減
義

務
の
対
象
と
も
な
る
の
で
あ
る
が

賠
償
範
囲
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
算
定
に
つ
い
て
は
、
損
害
の
金
銭
的
評
価
で
は
な
く
、
賠
償
範
囲

の
問
題
と
し
て
、
被
害
者
が
被
っ
た
損
害
は
単
利
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
、
あ
る
い
は
複
利
に
よ
っ
て
算
定
す
べ
き
も

の
か
と
い
う
捉
え
方
が
ヨ
リ
適
切
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
。

(

�)

そ
の
場
合
、
や
は
り
わ
が
国
に
お
い
て
も
単
に
「
複
利
に
よ
る
損
害

が
あ
っ
た
」
と
い
う
主
張
の
み
で
は
複
利
に
よ
る
遅
延
損
害
金
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
具
体
的
な
主
張
立
証
を
前
提
と
し
て
、
複
利
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に
よ
る
損
害
が
被
害
者
に
認
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

５

日
本
法
へ
の
示
唆
４

訴
え
が
遅
延
し
た
場
合
の
遅
延
損
害
金

「
Ⅰ
」
で
設
定
し
た
第
五
の
問
題
点
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
ま
と
め
④
⑥
よ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
学
説
は
被
害
者
に
よ
る
訴
え
が
遅
延
し
た
場
合
に
賠
償
額
を
減
額
す
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
が

あ
っ
た
が
、

(

�)

判
例
は
必
ず
し
も
こ
の
こ
と
に
つ
き
明
白
と
は
評
価
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
た
。

(

�)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
と
り
わ
け
人
身
事
故
の
事
案
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
被
害
者
に
よ
る
訴
え
提
起
に
「
重
大
な
遅
滞
」

が
あ
っ
た
場
合
、
賠
償
額
を
減
額
す
べ
き
と
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
貴
族
院
の
判
例
に
お
い
て
判
示
さ
れ
て
い
た
。

(

�)

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
か
ら
示
唆
を
得
つ
つ
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
趣
旨
を
説
く
見
解
を
再
評
価

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
に
よ
る
訴
え
に
重
大
な
遅
滞
が
あ
る
場
合
に
は
、

あ
る
種
の
損
害
軽
減
義
務
の
一
つ
の
局
面
と

し
て

遅
延
損
害
金
を
減
額
す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(

�)

６

残
さ
れ
た
課
題

以
上
で
本
稿
に
お
け
る
議
論
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
が
、
す
で
に
こ
こ
ま
で
で
述
べ
た
も
の
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う

な
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て

と
り
わ
け
人
身
損
害
に
つ
き

将
来
の
損
害
に
つ
き
遅
延
損
害
金
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
つ
き
、
さ
ら
な
る
議
論
の
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
の
算
定
に
つ
い
て
は
租
税
の
要
素
を
考
慮
す
る
必
要
も
生
じ
る
可
能

性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
被
告
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
原
告
が
損
害
を
被
っ
た
が
、
そ
の
損
害
に
つ
い
て
は
費
用
と
し
て
処
理
し
た

た
め
租
税
を
算
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
利
益
の
額
が
減
少
し
た
と
す
る
と
、
税
額
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
よ
る
利
益
を
原
告

は
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
遅
延
損
害
金
の
額
も
減
額
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
に

つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

(

�)

吉
田
邦
彦
「
判
批：
最
判
昭
和
五
八
年
九
月
六
日
民
集
三
七
巻
七
号
九
〇
一
頁
」
法
協
一
〇
一
巻
一
二
号
（
一
九
八
四
年
）
一
五
七

頁
。

(

�)

四
宮
『
不
法
行
為
』
六
三
四
頁
。

(

�)

四
宮
『
不
法
行
為
』
六
三
五
頁
、
加
藤
一
郎
編
『
注
釈
民
法
（
�
）
債
権
（
�
）
不
法
行
為
』(

有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
六
二
頁

﹇
篠
原
弘
志]

。

(

�)
｢

賃
料
相
当
額
の
損
害
賠
償
」
に
は
通
常
の
損
害
賠
償
と
は
異
な
る
要
素
が
あ
る
と
の
主
張
は
、
す
で
に
拙
稿
「
制
定
法
に
よ
る
知

的
財
産
侵
害
の
救
済
と
不
法
行
為
に
よ
る
『
原
状
回
復』

」
神
戸
五
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
九
三
頁
で
展
開
し
た
議
論
を
、
不
法

行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
遅
延
損
害
金
算
定
に
お
け
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
補
足
な
い
し
補
強
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

(

�)

平
井
『
不
法
行
為
』
七
七
頁
。

(

	)

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
が
截
然
と
区
別
で
き
な
い
事
案
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(


)

平
井
『
不
法
行
為
』
一
六
六
頁
、
潮
見
『
不
法
行
為
』
二
六
七
頁
。

(

�)

最
判
平
成
七
年
七
月
一
四
日
交
民
集
二
八
巻
四
号
九
六
三
頁
。
下
級
審
裁
判
例
で
は
あ
る
が
、
札
幌
地
判
平
成
二
三
年
七
月
二
七
日

判
時
二
一
四
一
号
九
六
頁
は
、
一
二
年
後
に
症
状
が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
き
、
被
害
者
の
受
診
の
遅
れ
等
を
理
由
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に
過
失
相
殺
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
（
確
定)

。

(
�)

ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
も
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
が
確
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
後
掲
す
る
拙
稿
の
参
照
を
願
い
た
い
。

(

�)
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
に
つ
い
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
不
法
行
為
法
に
お
い
て
も
す
で
に
承
認
さ
れ
た
法
規
範
で
あ

る
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
と
思
料
す
る
（
拙
稿
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務

債
権
法
（
不
法
行
為
法
）
改
正
へ
の
基

礎
調
査
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
研
究

」
広
法
三
四
巻
一
号
﹇
二
〇
一
〇
年
﹈
一
七
頁)

。

(

�)
M

cG
re

g
o

r2
0

0
9
,

at
1

5

�

1
3

5
.
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Awarding interest in tort claims and

the general rules of damages

Kunihiro ONISHI

When a person suffers a personal injury as a result of negligence by an-

other person, or when his property is damaged or destroyed, he may have to

wait for a long time before being compensated for his loss. During that pe-

riod, he is deprived of the sum to which he is entitled and which could have

earned interest if invested. Therefore, the question arises : Is a claimant en-

titled to an award of interest for being kept out of money, and if so, at what

rate and for what period of time should the interest be awarded ?

In conventional Japanese law, interest in tort cases is awarded for the pe-

riod from the accrual of losses until the payment of losses. Further, calcula-

tion of interest is a ‘monetary valuation’ (Prof. Hirai) or a matter of judicial

policy. In addition, the interest calculated is confined to simple interest, as

it is not clearly stated that compound interest can be calculated.

On the other hand, the English ‘law of interest has developed in a fragmen-

tary and unsatisfactory manner’ (Lord Goff). Under the common law, a

claimant had no general right to interest for being kept out of money, though

there existed several circumstances in which interest was payable (a general

power to award interest on damages in all cases was conferred on the courts

by statutes).

In this regard, the decision of the House of Lords in Sempra Metals Ltd v

Inland Revenue Commissioners [2008] AC 561 was one which could be the

most important concerning the law of damages in a 1ong time (McGregor).
Their Lordships were, in the words of Lord Mance, invited radically to re-

shape the law.

Sempra Metals Ltd v lnland Revenue Commissioners allows the ability of
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compound interest across the board in any case wherein a claimant can prove

a 1oss of it. Recovery of compound interest would, of course, be subject to

remoteness, mitigation and other general rules of damages.

It can be argued that Japanese law should confer compound interest too, of

course, subject to general rules of damages. Japanese general rules of dam-

ages have an affinity for not only mitigation but also compound interest.

The dispute about awarding interest in English law is thought-provoking

and worthy of further discussion.




